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先
般
、
二
月
十
日
に
政
府
よ
り
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
提
出
さ
れ
た
が
、
年
金
問
題
は
国
民
の

最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
現
行
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
年
金
資
金
の
運
用
に
関

し
て
国
民
に
明
確
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

一

社
会
保
険
庁
の
福
祉
事
業
と
し
て
設
置
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

�

現
在
、
経
営
委
託
契
約
等
を
行
っ
て
い
る
公
益
法
人
の
う
ち
、
財
団
法
人
社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
お
よ
び
各
都
道
府

県
支
部
、
財
団
法
人
社
会
保
険
協
会
、
社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
お
よ
び
各
都
道
府
県
財
団
法
人
社
会
保
険

協
会
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
員
氏
名
（
常
勤
・
非
常
勤
の
別
、
前
職
含
む
）
、
当
該
役
員
に
対
す
る
報
酬
、
手
当
等

支
給
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
金
額
を
お
教
え
願
い
た
い
。

�

当
該
役
員
の
う
ち
官
僚
出
身
者
で
あ
る
者
は
、
そ
の
出
身
省
庁
、
部
局
名
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

当
該
団
体
に
対
す
る
委
託
事
業
等
の
内
容
を
個
別
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
項
目
ご
と
の
委
託
費
と
財
源

（
国
民
年
金
特
別
会
計
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
）
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

当
該
団
体
に
お
け
る
委
託
事
業
に
対
す
る
実
施
実
績
（
利
用
者
数
等
）
を
過
去
十
年
間
分
遡
っ
て
お
示
し
願
い
た
い
。

一



�

当
該
団
体
の
設
立
よ
り
今
日
ま
で
の
役
員
の
氏
名
お
よ
び
当
該
役
員
に
対
す
る
退
職
金
等
支
給
さ
れ
た
金
額
を
お
教
え

願
い
た
い
。

二

年
金
関
連
の
福
祉
事
業
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
）
が
行
っ
て
き
た
大
規
模
年
金
保
養
基
地
（
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
）
や
各
種
の
年
金
福
祉
関
連
施
設

に
つ
い
て
、
廃
止
を
含
め
て
見
直
す
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
指
針
と
責
任
の
所
在
を
明
確
に

お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
業
が
多
額
の
損
失
を
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
ご
所
見
を
お

示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


